
　

昭
和
37
年
〜
54
年
生
ま
れ
の
男
性
を

対
象
に
、
無
料
で
風
し
ん
抗
体
検
査
・

予
防
接
種
が
受
け
ら
れ
る
ク
ー
ポ
ン
券

を
送
付
し
ま
し
た
。

　

ク
ー
ポ
ン
券
に
は
「
３
月
31
日
ま

で
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
来
年

２
月
末
ま
で
使
用
可
能
で
す
。
こ
の
機

会
に
、
ぜ
ひ
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

◆
有
効
期
限

　

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）ま
で

◆
対
象
者

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
〜
54
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
男
性

◆
受
診
方
法

　

抗
体
検
査
や
予
防
接
種
は
、
こ
の
事

業
に
参
加
し
て
い
る
全
国
の
医
療
機
関

で
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
抗
体
検
査

は
、
職
場
の
検
診
や
特
定
健
診
で
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
受
診
の
際
は

ク
ー
ポ
ン
券
を
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し
た
場

合
は
再
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
券
が
届

い
て
い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
健
康
管
理
課
☎
73
・
１
２
０
０

ク
ー
ポ
ン
券
で
風
し
ん
抗
体
検
査

有
効
期
限
が
延
長
に
な
り
ま
し
た

　

市
で
は
、
骨
髄
な
ど
の
移
植
の
推
進

と
ド
ナ
ー
（
骨
髄
な
ど
提
供
者
）
登
録

者
の
増
加
を
図
る
た
め
「
骨
髄
移
植
ド

ナ
ー
支
援
事
業
」
を
次
の
通
り
実
施
し

て
い
ま
す
。

◆
対
象
者

ド
ナ
ー
…
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
、
公
益
社
団
法
人
日
本
骨
髄
バ
ン

ク
で
骨
髄
な
ど
の
提
供
を
し
た
人

事
業
者
…
ド
ナ
ー
が
勤
務
し
て
い
る
国

内
の
事
業
所
で
、
ド
ナ
ー
と
し
て
必
要

な
入
院
な
ど
の
た
め
に
特
別
休
暇
を
与

え
た
事
業
所

◆
助
成
額

ド
ナ
ー
…
骨
髄
な
ど
の
提
供
の
た
め
に

要
し
た
通
院
ま
た
は
入
院
１
日
に
付

き
２
万
円
（
１
回
の
提
供
に
付
き
上
限

14
万
円
）

事
業
者
…
ド
ナ
ー
休
暇
１
日
に
付
き

１
万
円（
１
人
に
付
き
上
限
７
万
円
）

問
健
康
管
理
課
☎
73
・
１
２
０
０

骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
支
援
事
業

骨
髄
ド
ナ
ー
へ
助
成
金
を
交
付

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
、
納
税
通
知
書
は
５
月
中
旬
に
発

送
し
ま
す
。
納
期
限
は
５
月
31
日（
月
）

で
す
。

◆
グ
リ
ー
ン
化
特
例

　

令
和
２
年
度
に
初
度
検
査
を
受
け
た

一
定
の
環
境
性
能
を
有
す
る
軽
自
動
車

は
、
性
能
に
応
じ
、
取
得
の
翌
年
度
分

に
限
り
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す

　

交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
の
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
、
減
免

制
度
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
毎
年
申
請

が
必
要
で
す
。
減
免
は
１
人
の
障
が
い

者
に
付
き
普
通
自
動
車
を
含
め
１
台
ま

で
で
す
。

　

次
の
書
類
を
持
参
し
、
税
務
課
（
市

役
所
１
階
）
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
は
、
５
月
31
日
ま
で
で
す
。

必
要
な
も
の
…
①
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書 

②
減
免
申
請
書
（
税
務
課
ま
た
は

野
栄
総
合
支
所
に
備
え
付
け
） 

③
身
体

障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育

手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
該
当
す
る
も
の 

④
運
転
者

の
運
転
免
許
証 

⑤
減
免
を
受
け
る
車

の
車
検
証 

⑥
納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

問
税
務
課
市
民
税
班
☎
73
・
０
０
８
７

軽
自
動
車
税

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　固定資産税は、土地・
家屋・償却資産の所有者
に課税される税金です。
　資産評価は、国の固定
資産評価基準に基づき３
年に一度評価替えが行われ、令和３年
度は評価替えの年となります。納税通
知書は５月中旬に発送します。
　第１期の納期限は５月31日（月）で
す。
◆固定資産税の算出方法
　固定資産税額は、評価額を基に算定
された課税標準額の1.4％です。
◆減免制度
　生活困窮や災害など一定の基準に該
当する場合は、固定資産税が減免され
ます。詳細は、下記までご相談ください。

問税務課資産税班☎73－0087

今年度は評価替え

固定資産税の第1期の納期限は

5月31日です

くらしの情報Sosa Information
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国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
国
民
健
康

保
険
税
の
負
担
水
準
に
関
し
て
現
行

と
同
水
準
と
す
る
た
め
、
軽
減
判
定
基

準
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
令
和
３
年
度
分
か
ら

適
用
さ
れ
、
納
税
通
知
書
は
６
月
中
旬

に
発
送
し
ま
す
。

◆
改
正
の
概
要

　

国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
対
象
と
な

る
所
得
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
礎
控
除

額
相
当
分
の
基
準
額
を
43
万
円
に
引
き

上
げ
、
次
の
計
算
式
に
よ
り
軽
減
基
準

額
を
算
出
し
ま
す
。

７
割
軽
減
…
基
礎
控
除
額
（
43
万
円
）

＋
（
給
与
所
得
者
等
の
数

－

１
）
×
10

万
円

５
割
軽
減
…
基
礎
控
除
額
（
43
万
円
）

＋
（
給
与
所
得
者
等
の
数

－

１
）
×
10

万
円
＋
28
万
５
０
０
０
円
×
被
保
険
者

等
の
数

２
割
軽
減
…
基
礎
控
除
額
（
43
万
円
）

＋
（
給
与
所
得
者
等
の
数

－

１
）
×
10

万
円
＋
52
万
円
×
被
保
険
者
等
の
数

問
税
務
課
市
民
税
班
☎
73
・
０
０
８
７

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

軽
減
判
定
基
準
を
変
更

納め忘れに
注意 税・保険料の納期限

　今年度の納期限（口座振替日）は次の通りです。

問税務課納税推進室収税班☎73－0087
 市民課保険料班☎73－0086

固定資産税 市県民税 国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料 介護保険料

１期 
５月31日

１期 
６月30日

１期 
６月30日

１期
６月30日

２期 
８月２日

２期 
８月２日

１期
８月２日

２期
８月２日

２期 
８月31日

３期 
８月31日

２期
８月31日

３期
８月31日

３期
９月30日

４期 
９月30日

３期 
９月30日

４期
９月30日

３期 
11月１日

５期
11月１日

４期
11月１日

５期
11月１日

６期 
11月30日

５期
11月30日

６期
11月30日

４期 
12月27日

７期
12月27日

６期
12月27日

７期
12月27日

４期 
１月31日

８期 
１月31日

７期
１月31日

８期
１月31日

９期 
２月28日

８期
２月28日

９期
２月28日

※最終納期限後の追加課税分は随時期限。

　対象者には５月中旬以降に受診票を送付します。
病気の早期発見のため積極的に受診しましょう。
対象者…【国保特定健康診査】４月１日現在の千葉
県国民健康保険加入匝瑳市適用者のうち30歳～74歳
の人　【後期高齢者健康診査】市内に住所を有する
千葉県後期高齢者医療被保険者
受診方法…【個別健診（要予約）】６月～９月に協力
医療機関（＝右表）で受診　【集団健診】野栄総合支
所や保健センターで６月・10月に実施
※集団検診は、感染症の拡大防止のため、整理券を
配布して受診者数を制限します。

問健康管理課☎73－1200

国保特定健診と後期高齢者健診

病気の早期発見に

◆個別健診ができる病院・診療所

石井医院 ☎73－2150 守医院  ☎73－5511

伊藤医院 ☎72－0261 青葉クリニック  ☎60－5005

小川内科 ☎73－2658 穴沢医院  ☎68－2003

かしわくま内科クリニック
 ☎79－6800

飯倉医院 ☎63－1515

九十九里ホーム病院 ☎72－1131 磯村クリニック ☎60－2575

越川医院  ☎84－0103 樹クリニック ☎62－6878

佐藤クリニック ☎73－5567 江畑医院  ☎55－3110

椎名医院 ☎72－0032 田辺病院  ☎62－0016

城之内医院 ☎72－4511 塚本クリニック ☎57－1151

鈴木医院 ☎72－0012 冨岡クリニック ☎74－8081

東葉クリニック ☎73－3311 浜医院 ☎63－2331

檜垣内科循環器科医院
 ☎73－2552

ひがた内科医院 ☎62－7141

福島医院 ☎72－0175 ゆうきクリニック ☎50－2555

藤田病院 ☎72－0308 水野クリニック ☎85－5065

増田産婦人科 ☎73－1100

大腸がん検診を実施
　野栄総合支所を会場に、５月21日（金）・23日
（日）・24日（月）で大腸がん検診を実施します（21・
23日は９時から、24日は７時から受け付け）。
　新たに受診を希望する人は、問診票と検体容器
を郵送しますので、下記までお申し込みください。

問健康管理課☎73－1200
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